
■収入月額算出表 

世帯の 

総所得額 
 Ａ      円 

給与所得者等

控除 
（    人）×100,000円まで＝ Ｂ      円 

扶養親族 

控除額 

同居者数   別居扶養親族 

（   人＋   人）×380,000円＝ 
Ｃ      円 

特別控除額  Ｄ      円 

年間の所得額（Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）） Ｅ      円 

収入月額（Ｅ÷12）        円 

 
■一般控除 

控 除 の 種 類 控 除 金 額 控 除 を 受 け ら れ る 方 

給 与 所 得 者 等 

控       除 

1人につき 

100,000円まで 

（所得の範囲内） 

申込者および同居者で給与所得または公的年金等に係る雑所

得を有する方 

扶 養 親 族 控 除 
1人につき 

380,000円 

申込者を除く、同居者、別居同一生計配偶者および別居扶養親

族の方  

※収入の有無にかかわらず控除され、すべての世帯に該当 

  
■特別控除額 

控 除 の 種 類 控 除 金 額 控 除 を 受 け ら れ る 方 

老 人 扶 養 親 族   

控       除 

1人につき 

100,000円 
申込者を除く、同一生計配偶者または扶養親族で70歳以上の方 

特 定 扶 養 親 族 

控             除 

1人につき 

250,000円 
申込者および配偶者を除く、扶養親族で16歳以上23歳未満の方 

障 が い 者 控 除 
1人につき 

270,000円 

身体障がい者手帳（３級～６級）、精神障がい者保健福祉手帳（

２級、３級）または療育手帳（B）の交付を受けている方等 

特 別 障 が い 者 

控             除 

1人につき 

400,000円 

身体障がい者手帳（１級、２級）、精神障がい者保健福祉手

帳（１級）または療育手帳（A）の交付を受けている方等 

ひ と り 親 控 除 

1人につき 

350,000円まで 

（所得の範囲内） 

申込者または同居者で、現に婚姻をしていないまたは配

偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の①～③に該

当する方 

①生計を一にする子（年間所得金額48万円以下）がいる

こと 

②年間所得金額が500万円以下であること 

③事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいないこと 

寡 婦 控 除 

1人につき 

270,000円まで 

（所得の範囲内） 

「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる女性の 

 方  

①夫と離婚後再婚しておらず、扶養親族がいる人で年間所得

金額が500万円以下、事実上婚姻関係と同様の事情にある人

がいない方 

②夫と死別後再婚していない方等で、合計所得金額が500万円

以下、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない方 


